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文化庁シンボルマーク 

　わかりやすく親しみのあるイメージを活用し，文化の重要性や文化施策へ
の理解を増進するとともに，文化施策を広く内外に印象づけるため，平成14
年12月に文化庁のシンボルマークを作成いたしました。 
　本シンボルマークは，一般公募により応募された作品527件（応募者数221
名）の中から文化庁内において選考を重ね，決定いたしました。 
　文化庁の「文」の文字をモチーフに３つの楕円で，「過去・現在・未来」
「創造・発展」「保存・継承」の輪をイメージし，芸術文化を創造し，伝統
文化を保存・伝承していく人の姿（文化庁）・広がりを表現しています。色彩
は日本伝統色の一つである「朱色」としました。 
　文化庁の催す行事や各種支援による公演等で表示していただくとともに，
封筒，各種パンフレットなどにおいて表示することにより，文化を大切にす
る社会の構築に向けて活用してまいります。本シンボルマークを末永くご愛
用いただきますよう，よろしくお願いします。 
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文化を大切にする社会の構築に向けて 

（1）文化庁の組織 

　文化庁は，昭和43年６月15日に文部省文化局と文化財保護委員会を合わせて設置されました。現在， 

文化庁は，次のような組織をもって文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに，宗教法人に 

関する事務を行っています。 

◆文化庁の組織（平成16年４月１日現在） 

文部科学大臣 

長　　官 

次　　長 

長官官房 文化部 文化財部 

審議官 部　　長 部　　長 

文化財鑑査官 

政策課 

会計室 

芸術文化課 

著作権課 

著作物流通 
推　進　課 

国際課 

国 際 文 化  
交　流　室 

支援推進室 

文化活動 
振興室 

国語課 

宗務課 

宗教法人室 

特別の機関 審議会 

日本芸術院 文化審議会 
 

国語分科会 

著　作　権 
分　科　会 
文　化　財 
分　科　会 
文化功労賞 
選考分科会 

宗  教  法  人 
審 　 議 　会  

独立行政法人 

国 立 国 語  
研 　 究 　 所  

国立美術館 

東 京 国 立  
近代美術館 
京 都 国 立  
近代美術館 
国 立 西 洋  
美　術　館 
国 立 国 際  
美　術　館 

国立博物館 

東 京 国 立  
博　物　館 
京 都 国 立  
博　物　館 
奈 良 国 立  
博　物　館 

文化財研究所 

東　　　京 
文化財研究所 
奈　　　良 
文化財研究所 

日　本　芸　術 
文 化 振 興 会  

平成16年度末定員236人 

伝統文化課 

文化財保護 
企　画　室 

美術学芸課 

美術館・歴史 
博 物 館 室  

記念物課 

建造物課 
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（注） 心の豊かさ →「物質的にある程度豊かになったので，こられからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」 
物の豊かさ →「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」 
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区　分 文化会館 図書館 公民館 博物館 左の博物館の 
う ち 美 術 館 （類似施設を含む） （類似施設を含む） 

平成２年度 

平成５年度 

平成８年度 

平成14年度 

1,950

2,172

2,396

2,742

17,931

18,339

18,545

18,819

2,968

3,704

4,507

5,363

498

651

854

1,034

    1,010 
   （934） 

     1,261 
（1,116） 

     1,549 
（1,403） 

     1,832 
（1,677） 

平成11年度 2,593 19,063 5,109 987     1,751 
（1,587） 

（注）１　文化会館の（　）内は公立の数であり，昭和62年度の文化会館は，公立のみである。 

　　　２　私立文化会館の回収率（推定）は84.2％である。 

（資料）　文部科学省「社会教育調査」 
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※平成12年の数値は速報値による。 

（万人） 
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◆総表 

◆主な内容 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

区　　分 

事　　項 前年度予算額 16年度予算額 比較増減 

文　化　庁 100,333 101,593 1,260 1.3％ 

前年度予算額  
（当　　　初） 

平成16年度  
予　算　額 増　減　額 伸　　率 

対　前　年　度 

22,127 22,131 4文化芸術立国プロジェクトの推進 

○文化芸術創造プランの推進 

①  オペラ，バレエ，演劇等の重点支援に 
  　よる最高水準の芸術の創造  
  　ア．最高水準の舞台芸術公演・ 
  　  　 伝統芸能等への重点支援 
  　イ．舞台芸術の国際フェスティバルの開催 
  　ウ．優れた芸術の国際交流  
②  「日本映画・映像」振興プランの推進  
③  世界に羽ばたく新進芸術家の養成  
④  こどもの文化芸術体験活動の推進  

○「日本文化の魅力」発見・発信プランの推進 

①  個性と魅力ある地域文化等の発見と 
  　発信構想の推進 
②  日本文化の発信による国際文化交流の推進 

20,196
10,112 

 
7,573 

 
674 
1,865 
1,867 
2,777 
5,440

20,208
9,875 

 
7,671 

 
339 
1,865 
2,501 
2,658 
5,174

12
△  237 

 
98 
 

△  335 
0 

634 
△  119 
△  226

△  8

1 
 

△  9

1,923

1,265 
 

658

1,931

1,264 
 

667

33,014 33,241 227文化財の次世代への継承と国際協力の推進 

○  文化財の保存整備・活用 
○  文化財の国際協力の推進 

33,014 
0 
 

33,101 
140 
 

87 
140 
 

36,245 38,387 2,142文化芸術振興のための文化拠点の充実 

12,300 14,205 1,905

23,945 24,182 237

○  新たな文化拠点等の整備 
国立新美術館，九州国立博物館（仮称）等 

○  美術館・博物館等活動の推進 

※主なものである。 
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91
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668

95
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96

379

275

828

99
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293 819
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（単位：億円） 
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101,593百万円 
平成16年度予算額 

（100.0％） 

その他 
2,533 
(2.5%)

文化・芸術創造プラン 
18,902(18.6%)

「日本文化の魅力」発見・発信プラン 
1,240(1.2%)

「日本文化の魅力」発見・発信プラン 
682(0.7%)

舞台芸術の振興等 
6,209(6.1%)

芸術文化の振興 
39,482(38.9%)

国立美術館 
整備運営等 
13,689(13.5%)

国立博物館整備運営等 
12,248(12.1%)

史跡等の保存・活用 
26,663(26.2%)

伝統芸能等の伝承 
9,371(9.2%)

国宝・重要文化財等の 
保存事業の促進等 
10,056(9.9%)

文化財保護の充実 
59,578(58.6%)
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国及び地方公共団体の責務 国民の関心及び理解 

心豊かな国民生活と活力ある社会の実現 

　文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため，政府は基本方針を 
策定（文部科学大臣が案を作成） 

第一章　総則（第１条～第６条） 

第二章　基本方針（第７条） 

・国民の鑑賞等の機会の充実 
・学校教育における文化芸術活動の充実 
・文化施設の充実 
・情報通信技術の活用の推進 
・民間の支援活動の活性化 
・政策形成の民意の反映　　　　　　等 

第三章　基本的施策（第８条～第35条） 

・文化芸術の各分野の振興 
・地域における文化芸術の振興 
・国際文化交流の推進 
・人材の養成・確保 
・国語・日本語教育の充実 
・著作権等の保護・利用 
 

（第３・４条） （第５条） 

・芸術家等の自主性の尊重 
・芸術家等の創造性の尊重 
・国民の鑑賞・参加・創造の環境の整備 
・我が国及び世界の文化芸術の発展 
・多様な文化芸術の保護及び発展 
・地域の特色ある文化芸術の発展 
・国際的な交流及び貢献の推進 
・広く国民の意見の反映 
 

文化芸術振興の基本理念（第２条） 

目　的（第１条） 
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・平成13年12月７日　文化芸術振興基本法公布，施行 
・平成14年６月５日　文化審議会に「基本方針」諮問 
・平成14年12月５日　文化審議会が「基本方針」答申 
・平成14年12月10日　閣議決定 

　今後取り組むべき基本的施策として，「芸術等の各分野の文化芸術の振興」，「文化財の

保存・活用」，「地域の文化芸術の振興」，「国際文化交流の推進」，「芸術家等の養成・確保」，

「国民の文化芸術活動の充実」，「文化施設等の充実」など11の項目について，107の事項

の施策を新しい視点に立って具体的に記述。 

　文化芸術振興基本法第７条に基づいて，文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るために

政府として策定したものであり，本基本方針を踏まえて文化芸術の振興に取り組んでいきます。 

（5）文化芸術の振興に関する基本的な方針 

①策定の経緯 

②基本方針の概要 

1．文化芸術の振興の基本的方向 

2．文化芸術の振興に関する基本的施策 

まえがき 今後概ね５年間を見通し，施策の総合的な推進を図るための方針 

（1）文化芸術の振興の必要性  

　文化芸術は国民全体の社会的財産。社会全体でその振興を図ることが必要 

 

（2）文化芸術の振興における国の役割等  

　①国の役割  

　　国民の自発的な活動の刺激・伸長，文化芸術の享受のための条件整備 

　　「文化芸術の頂点の伸長」と「文化芸術の裾野の拡大」を基本とする 
 
　②重視すべき方向  

　　「文化芸術に関する教育」，「国語」，「文化遺産」，「文化発信」，「文化芸術に関する財

政措置及び税制措置」 
 
　③地方公共団体及び民間の役割  

　　地域の特性に応じ，自主的に多様で特色ある文化芸術を振興　等 

 

（3）文化芸術の振興に当たっての基本理念  

　　「芸術家等の自主性の尊重」等８項目 

 

（4）文化芸術の振興に当たって留意すべき事項  

　　「芸術家等の地位向上のための条件整備」，「国民の意見等の把握，反映のための体制

の整備」，「支援及び評価の充実」，「関係機関の連携・協力」 
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 １．知的財産有効活用支援事業 

 

融資対象事業 

融 資 要 件  

①融資対象者：民間事業者 

②金　　　利：政策金利Ⅰ（1.5％＋リスクに応じた追加金利） 

③融 資 比 率：最高50％ 

　映画などのコンテンツ製作事業者等，知的財産を保有する企業が信託

等により著作権等の知的財産権を流動化して資金調達する事業 

（備　考） 

　　平成16年度新規創設 

 ２．文化関連施設整備事業 

 

融資対象事業 

融 資 要 件  

①融資対象者：民間事業者 

②金　　　利：政策金利Ⅰ（1.5％＋リスクに応じた追加金利） 

③融 資 比 率：最高40％ 

ア．劇場・音楽堂等公演にかかる施設・設備等の整備事業 

イ．美術館・博物館等展示にかかる施設・設備等の整備事業 

（備　考） 

　　平成15年度新規創設 



14

・美術工芸品に関すること 

（平成16年６月８日現在） 

・文化の振興及び国際文化交流の振興に関する重要事項の調査審議等 

・国語の改善及びその普及に関する事項の調査審議等 

・文化の振興に関する基本的な政策の 
　形成に係る重要事項に関する調査審議 

・文化多様性の保護と促進についての 
　調査審議等 

・著作権制度に関する重要事項の調査審議等 

・文化財の保存及び活用に関する 
　重要事項の調査審議等 

・文化功労者年金法により審議会の 
　権限に属させられた事項の処理 

文化功労者選考分科会 

文 化 財 分 科 会 

著作権分科会 

文化政策部会 

文 化 審 議 会 総 会 

第一専門調査会 

第二専門調査会 

第三専門調査会 

第四専門調査会 

第五専門調査会 

・建造物及び伝統的建造物群保存地区に 
　関すること 

・記念物及び埋蔵文化財に関すること 

・無形文化財及び文化財の保存技術に関すること 

・民俗文化財に関すること 

国 語 分 科 会 

文化多様性に関する作業部会 
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最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等に対しての重点支援や 

音楽，舞踊，演劇の国際フェスティバル，芸術による国際交 

流を推進し，世界水準の芸術家・芸術団体を養成する。 

最高水準の芸術創造活動に対する重点支援。 

我が国において，世界的な芸術団体・芸術家の 

参加を得て，音楽，演劇，舞踊等の国際フェス 

ティバルを開催。 

二国間における芸術交流の推進，海外との優れた 

オペラ等の共同制作や，世界で開催される有名な 

フェスティバル等への参加を支援。 

最高水準の現代舞台芸術（音楽，舞踊， 

演劇）・伝統芸能（能楽，歌舞伎，文楽等）， 

大衆芸能に対する重点支援を実施。 

公立文化会館や劇場等における我が国の芸術 

拠点の形成につながる優れた自主企画・制作 

の公演，その他の事業に対する支援を実施。 

最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能 
等への重点支援 

舞台芸術の国際フェスティバルの開催 

国 際 芸 術 交 流 支 援 事 業  

舞台芸術等に対する重点支援 

①芸 術 団 体 重 点 支 援 事 業 

②芸　術　拠　点　形　成　事　業 

2
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文　化　庁 

魅力ある日本映画・映像 
の創造 

日本映画・映像の流通の 
促進 

東京国立近代美術館フィルムセンター 

企画上映・展示・図書閲覧 

優秀映画鑑賞推進事業 

映画文化に関する国際交流 

映画製作専門家養成講座 

映画フィルム修復事業 

海外に所在する日本映画収集事業 

芸術文化振興基金  

「映画製作活動」への助成金 

我が国の映画水準の向上や新人監督等の育成，地域の活性化などを目 
的とした製作支援等を行うとともに，顕彰の実施などを行う。 

日本映画がより多くの上映機会に恵まれ，海外にも市場が広がるよう， 
国内における上映・映画祭支援や海外の発信支援を行う。 

映画・映像人材の育成と 
普及等 

映画関係団体等が行う人材育成事業を支援する。また，子どもが映画 
館等で日本映画に直接触れる機会を設けることにより，日本映画に親 
しみ鑑賞する素地を培う。 

我が国の貴重な文化遺産である映画フィルムの確実な収集・保管を進 
める。 

公立文化施設等で巡回上映。 
（130会場以上） 

国際映画祭への出品に伴う協力。 

映画製作専門家の養成講座を開講。 

劣化の著しい貴重な映画フィルムを 
復元・修復。 

ロシア連邦ゴスフィルモファンド等 
海外に所在する日本映画を収集。 

（独立行政法人　日本芸術文化振興会） 

基金の運用益による日本映画（劇映画， 
記録映画，アニメーション映画）の製 
作活動への助成。 

名作映画等の上映。及び映画関連資 
料の展示等。 

日本映画フィルムの保存 
・継承 
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日本映画の現状 

◆平成15年（2003年）の日本映画の現状 
・映画館数 2,681館 （前年比101.7％） （ピーク時　昭和35年　7,457館の35％） 

・邦画封切本数 287本 （前年比98.0％） （ピーク時　昭和35年　547本の54％） 

・入場者数 1億6,235万人 （前年比101.0％） （ピーク時　昭和33年　11億2,745万人の13％） 

・興行収入 2,032億5,900万円 （前年比103.3％） （ピーク時　昭和33年の約47％　※物価上昇率換算） 

公開月 

７月 

題　　名 

踊る大捜査線 THE MOVIE２ レインボーブリッジを封鎖せよ! 173.5

興収 
（ 単位：億円 ） 配給会社 

東宝 
７月 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション七夜の願い星ジラーチ  

おどるポケモンひみつ基地 
45.0 東宝 

４月 名探偵コナン 迷宮の十字路 32.0 東宝 

１月 黄泉がえり 30.7 東宝 

９月 座頭市 28.5 松竹 
３月 ドラえもん のび太とふしぎ風使い 

Pa-Pa-Pa ザ ムービー パーマン 
25.4 東宝 

◆平成15年の主要な邦画作品の興業成績 

３月 ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険 20.0 東映 
平成14年/12月 ゴジラ×メカゴジラ 

とっとこハム太郎　ハムハムハムージャ！幻のプリンセス 
19.1 東宝 

７月 バトル・ロワイアル  鎮魂歌（レクイエム） 18.5 東映 

10月 黄金の法 エル・カンターレの歴史観 17.0 東映 

10月 陰陽師 16.0 東宝 
８月 仮面ライダー555（ファイズ ）パラダイス・ロスト 

爆竜戦隊アバレンジャー DELUXE アバレサマーはキンキン中!
15.0 東映 

11月 木更津キャッツアイ　日本シリーズ 15.0 アスミックエース 

４月 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード 13.5 東宝 

１月 Ｔ．Ｒ．Ｙ． 11.5 東映 

８月 呪怨２ 11.0 ザナドゥ・東京テアトル 

12月 犬夜叉　鏡の中の夢幻城 10.5 東宝 

８月 ドラゴンヘッド 10.4 東宝 

◆主要な映画統計 

年 

1958 
1959 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003

昭33 
昭34 
昭35 
昭40 
昭45 
昭50 
昭55 
昭60 
平2 
平7 
平8 
平9 
平10 
平11 
平12 
平13 
平14 
平15

映画館数 

7,067 
7,400 
7,457 
4,649 
3,246 
2,443 
2,364 
2,137 
1,836 
1,776 
1,828 
1,884 
1,993 
2,221 
2,524 
2,585 
2,635 
2,681

504 
493 
547 
487 
423 
333 
320 
319 
239 
289 
278 
278 
249 
270 
282 
281 
293 
287

館 

封切本数 
入場者数 興行収入 平均料金 

邦画 

本 
169 
210 
216 
264 
236 
225 
209 
264 
465 
321 
320 
333 
306 
298 
362 
349 
347 
335

洋画 

本 
673 
703 
763 
751 
659 
558 
529 
583 
704 
610 
598 
611 
555 
568 
644 
630 
640 
622

1,127,452 
1,088,111 
1,014,364 
372,676 
254,799 
174,020 
164,422 
155,130 
146,000 
127,040 
119,575 
140,719 
153,102 
144,762 
135,390 
163,280 
160,767 
162,347

72,346 
71,141 
72,798 
75,506 
82,488 
130,750 
165,918 
173,438 
171,910 
157,865 
148,870 
177,197 
193,499 
182,835 
170,862 
200,154 
196,780 
203,259

64 
65 
72 
203 
324 
751 
1,009 
1,118 
1,177 
1,243 
1,245 
1,259 
1,264 
1,263 
1,262 
1,226 
1,224 
1,252

合計 

本 千人 百万円 円 
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分　　野 

活動主体 

活動形態 

音楽，舞踊，演劇，美術，映画 

メディア芸術，文学，芸能，生活芸術 

プロの文化芸術団体・個人 

アマチュアのうちプロ並の芸術活動を行う文化芸術団体・個人， 

将来「プロ」となる素質を持つ個人 

公演，展示 

公演，展示などを伴う顕彰事業，調査・研究，セミナー， 

ワークショップ　等 

※　　　は拡大した範囲 
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【全国展開の目的】 

　（社）企業メセナ協議会の行う活動は，助成認定事業が東京周辺に約７割が集中する現状にあり，

その活動の全国展開が急務。 

　全国展開により，地域の多様な文化芸術活動への寄付を促進するなど，国民が居住地域に拘わらず

等しく文化芸術に参加・鑑賞できる機会を充実。 

【概要】 

　（社）企業メセナ協議会と各都道府県の文化振興財団等との提携を進め，平成15年度より順次，芸

術文化支援に関する相談窓口を全都道府県に設置していく計画。 

　各都道府県の窓口では，企業のメセナ活動の促進に向けた活動として， 

 

 

 

 

などを実施。 

①　啓発・普及 ②　情報の収集・提供 ③　相談受付 

寄　付　者 
寄付 

《税制上の優遇措置》 

団体・個人が行う 
文化芸術活動 

助成 

都道府県の文化振興財団等 

提携 

（社）企業メセナ協議会 

窓口 窓口 窓口 窓口 窓口 
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（7）文化ボランティアの推進 

　国民の文化芸術活動への参加の機会の拡大を図るため，文化庁では，文化ボランティア活動の環境

整備を図っています。 

（1）文化ボランティア活動推進事業 平成16年度予算　81百万円 

○インターネット上の情報交換の場の運営 
　　インターネットを利用し，文化ボランティア関係情報について文化ボランティア

関係者が相互に情報提供・交換することができる場を運営。 

 

○実践事例集の作成，配布 
　　各地域の文化ボランティアの実践事例，活動上の工夫等を取りまとめ，文化ボラ

ンティア関係者へ提供。 

２．文化ボランティア推進モデル事業 50百万円 

　文化施設，NPO法人等において，多様な観点から文化ボランティアの継続的な活
動の場の創設，提供を行うモデル的な取組を支援。 

３．日本語ボランティア活動の支援・推進事業 26百万円 

　外国人の日本語学習を支援するボランティアに対して専門的な技術や能力を向上さ
せるための研修会の開催等を支援。 

（2）「文化ボランティア通信」の発行 

　　　文化ボランティアに関する各種情報等を文化庁ホームページ等を通じて提供。（文化庁ホーム

ページ　http://www.bunka.go.jp/） 

１．情報提供・交換事業 5百万円 
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q

w

e

文部科学省 大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会 

プロジェクト推進連絡会 

主催団体 

ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会 

丸の内元気文化プロジェクト 

企画協力 エリア関係者調整，エリア間認知，運営協力 

運営協力 

企画実施 
※実施に当たっては 
関係団体の協力を得 
て進める。 

共催，後援 



47

16



48

〔文化財の保存に必要な材料製作，修理・修復の技術等〕 
 

※赤字は，文化財保護法の改正による追加（平成17年4月1日施行，詳細はP58参照） 

文化財 
 

有形文化財 
 

（重要なもの） 
 

重要文化財 
 

（特に価値の高いもの） 
 国　宝 
 

〔建造物〕 
〔美術工芸品〕絵画，彫刻，工芸品，書跡・典籍，古文書，考古資料，歴史資料 
 

（保存と活用が特に必要なもの） 
 

登録有形文化財 〔建造物〕 
 〔美術工芸品〕 
 

無形文化財 
 

（重要なもの） 
 

重要無形文化財 

〔演劇，音楽，工芸技術等〕 
 

民俗文化財 
 

（重要なもの） 
 

重要有形民俗文化財 
 

（重要なもの） 
 重要無形民俗文化財 
 

登録有形民俗文化財 
 

〔有形の民俗文化財〕無形の民俗文化財に用いられる衣服，器具，家具等  〔無形の民俗文化財〕衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習，民俗芸能，民俗技術  

記　念　物 
 

（重要なもの） 
 

（保存と活用が特に必要なもの） 
 

史　跡 

（特に重要なもの） 
 

（特に重要なもの） 
 

特別史跡 
 

（重要なもの） 
 

（重要なもの） 
 

（特に重要なもの） 
 

特別名勝 名　勝 

（特に重要なもの） 
 

天然記念物 
 

 

特別天然記念物 
 

 
〔遺　跡〕貝塚，古墳，都城跡，旧宅等 
〔名勝地〕庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳等 
〔動物，植物，地質鉱物〕 
 

〔棚田，里山，用水路等〕 
 

伝統的建造物群 
 

伝統的建造物群 
保存地区 
 

（価値が特に高いもの） 
 

重要伝統的建造 
物群保存地区 

〔宿場町，城下町，農漁村等〕 
 

文化財の保存技術 
 

（保存の措置を講ずる必要があるもの） 
 

選定保存技術 
 

文化的景観 重要文化的景観 
 

埋蔵文化財 
 

登録記念物 
 

（保存と活用が特に必要なもの） 
 

（選定） 

（指定） 

（指定） 

（指定） 

（指定） 

（指定） 

（指定） 

（指定） 

（指定） 

（登録） 

（登録） 

（登録） 

（選定） 

（選定） （市町村が決定） 
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(36) (58)
555 1,102 
(152) (158)
834 1,086
(8) (16)
52 234
(12) (20)
93 148

324 674
(3) (3)
192 261
(211) (255)
2,050 3,505

16 16

56 148

31 56

24 34

19 24

15 16

17 17

22 28

200 339

神　社 

寺　院 

城　郭 

住　宅 

民　家 

その他 

小　計 

宗教建築 

住居建築 

学校建築 

文化施設 

官公庁舎 

商業・業務 

近代化遺産 

その他 

小　計 

合　計 

近 

世 

以 

前 

の 

分 

類 

近 

代 

の 

分 

類 

件　数 棟　数 

(211) (255)
2,250 3,844

（注）１  （　）内は国宝で内数 
　　　２　近代化遺産は「構」で数える 

種類別 

16
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芸　　能 雅　　楽 1件 

能　　楽 1

文　　楽 1

歌 舞 伎 1

組　　踊 1

音　　楽 6

舞　　踊 0

演　　芸 0

小　　計 11

工芸技術 陶　　芸 3件 

染　　織 6

漆　　芸 1

金　　工 0

木 竹 工 0

人　　形 0

手漉和紙 3

撥　　鏤 0

小　　計 13

合　　計 24件 

0件 

7

3

5

1

19

1

2

38

12件 

14

5

7

2

2

3

01

1

47

85件 

各個認定 
総合認定・ 
保持団体認定 

指定件数 

区　分 種　類 

ばち る 

截　　金   
きり かね 

て し すき わ 

平成１６年４月１日現在 
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平成１６年4月1日現在 

種　類 

風俗慣習 

民俗芸能 

合　計 

件　数 

87

142

229

種　　類 

衣食住に用いられるもの 

生産 ， 生業に用いられるもの 

交通，運輸，通信に用いられるもの 

交易に用いられるもの 

社会生活に用いられるもの 

信仰に用いられるもの 

民俗知識に関して用いられるもの 

民俗芸能，娯楽，遊戯に用いられるもの 

人の一生に関して用いられるもの 

年中行事に用いられるもの 

合　　計 

件数 

28

83

18

１ 

１ 

36

６ 

23

３ 

２ 

201
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計 

621
(14)

305
(19)

253
(14)

24
(3)

6

153
(2)

70
(3) 

83
(6) 

7 

1,522
(61)

平成１6年４月１日現在 

時代 
分類 

貝塚・古墳等 

都城跡等 

社寺跡等 

学校その他教育・学術文化に 
関する遺跡 

医療施設その他社会・生活に 
関する遺跡 

交通施設その他経済・生産活 
動に関する遺跡 

墳墓・碑等 

旧宅・園地等 

外国及び外国人に関する遺跡 

合　　　計 

（注）（　）内は特別史跡で内数である。 

分　　類 件　　数 

180(23)

5

2

13

6(1)

11

34(5)

9

平成１6年４月１日現在 

庭 　 　 　 園  

公 　 　 　 園  

橋 　 　 　 梁  

花 　 　 　 樹  

松 　 　 　 原  

岩 石  ， 洞 穴  

峡 谷  ， 渓 流  

瀑 　 　 　 布  

326(35)

（注）（　）内は特別名勝で内数である。 

2(1)湖 　 　 　 沼  

1

27

9(2) 

1(1) 

15(2)

1

10

湧 　 　 　 泉  

海 　 　 　 浜  

島 

山 　 　 　 岳  

河 　 　 　 川  

展 望 地 点  

砂 　 　 　 嘴  
さ し 

合　　　　計 

分　　類 件　　数 

191(21)

535(30)

218(20)

23(4)

967(75)

平成１6年４月１日現在 

動 物 

植 物  

地 質 ・ 鉱 物  

天然保護区域 

合　　計 

（注）（　）内は特別天然記念物で内数である。 
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市 町  村 

都道府県 

合　計 

平成 
11年度 

4,276

2,734

7,010

平成 
12年度 

4,391

2,720

7,111

平成 
13年度 

4,357

2,733

7,090

平成 
14年度 

4,404

2,677

7,081

平成 
15年度 

4,433

2,642

7,075
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平成１６年４月１日現在 

登 　 録 　 数  

関 係 市 町 村  

関 係 都 道 府 県  

4,046件（ 1,689箇所 ） 

610 市町村 （区） 

47 都道府県 

江戸以前 明　治 大　正 昭　和 

592 1,331 978 1,145

建　築　物 土木構造物 その他の工作物 

3,290 222 534



58



59



60



61



62

16
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コピーOK 障害者OK 学校教育OK
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0

12,000

10,000

8,000

6,000

2,000

4,000

1,145

4,097 7,217 8,930 13,214 21,034 27,611127,167

584,934
733,802

981,407

1,623,455

2,102,103

2,620 3,096
3,917

6,800

10,930

1979（昭54） 1984（昭59） 1988（昭63） 1990（平2） 1993（平5） 1998（平10） （年） 

機
関
数 

（人） 
日本語教師数 日本語学習者数 日本語教育実施機関数 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000
（人） 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

機
関
・
施
設
数 

（年度） 

955

2,7372

9,671
19,693

23,048 20,691 24,289

119,166

93,331
83,086

69,650

1,592
1,633

1,497 1,589 1,625

平成14年 平成4年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 

日本語教員数 日本語学習者数 日本語教育実施機関・施設数 

126,350

95,049
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文化遺産オンライン構想・推進体制 

・我が国文化遺産のインターネット上での総覧の実現（文化遺産 
　ポータルサイトの確立） 
・文化遺産情報化推進戦略の策定 
・文化遺産情報のブロードバンド流通と利活用に向けた実証実験 

総務省側 文化庁側 

文化遺産情報等のデジタル資産を， 
社会・経済・文化等の多様な活動に 
活用していくための方策を総合的に 
検討。 

国や地方の有形・無形の文化 
遺産に関する情報化の総合的 
な推進戦略について検討。 

共通検索システム等，デジタル
資 
産の利活用促進に資する技術の 

メタデータ等コンテンツ 
技術の提供 

文化遺産ポータルサイト 

平成18年度に1,000館程度 
の参加を実現。 

サイトの設置・運営 

実証実験 

連　携 デジタル資産活用戦略会議 文化遺産情報化 
推進戦略会議 

文化遺産オンライン構想 

文化遺産の 
アーカイブ構築 
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最高裁判所 

国立国会図書館 

国会議事堂 

新宿通り 

内
壕
通
り 

青山通り 

国立劇場 
演芸場 

地下鉄半蔵門線 

地下鉄 
有楽町線 
半蔵門線 
南北線 

半蔵門駅 

永田町駅 

永田町駅 

●麹町警察署 

伝統芸能情報館 

国立能楽堂 

津田 
ホール 

首
都
高
速
４
号
線 

東京体育館 

千
駄
ヶ
谷
駅 

国
立
競
技
場
駅 

国
立
競
技
場
駅 

日本橋駅 
●三和銀行 

〈地下鉄堺筋線〉 

松屋町筋 

道
頓
堀
川 

〈
地
下
鉄
千
日
前
線
〉 

国立文楽劇場 

トヨタ 

エッソ 

スバル 

佐川急便 

郵便局 

那覇 
工業高校 

マツダ 

国立劇場 
おきなわ 

バス停 
勢理客 
 

那覇市内 
空港方面 

58号
線 
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● 

● 

至幡ヶ谷 

甲
州
街
道 

水
道
道
路 

東京 
オペラシティ 

代々木警察署 

● 

● 

● 

東京ガス 

NTT東日本ビル 

新宿パークタワー 

初台ランプ 

新宿ランプ 

山手通り 

新国立劇場 

至新宿 

京
王
新
線
初
台
駅 

首
都
高
速
４
号
新
宿
線 



85

● 

● 

● 

● ● 

● 

● 

● 

● 

京
橋
消
防
署 

ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン 

美
術
館 

信
金
中
央
金
庫 

三
井
住
友
銀
行 

明
治
屋 

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行 

常
陽
銀
行 

J
R
東
京
駅
 

有
楽
町
マ
リ
オ
ン 

至神田 

至新橋 

晴海通り 

昭
和
通
り 

中
央
通
り 

外
堀
通
り 

銀座線京橋駅○ 都営浅草線宝町駅○ 鍛冶橋通り 

八重洲通り 

J
R
有
楽
町
駅
 

東
京
国
立
近
代
美
術
館 

フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー 

東京国際 
フォーラム 

日本武道館 

科学技術館 

皇居 

千
鳥
ケ
淵 

東西線竹橋駅 

● 

● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

毎日 
新聞社 

高速出口 

1b出口 
高速入口 

高
速
出
口 

東京国立 
近代美術館 
本館 

東京国立 
近代美術館 
工芸館 
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● 
国立科学 
博物館 
　 

東京 
文化会館 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 

● ● 

東京 
国立 
博物館 

上野動物園 

噴水 

日本芸術院 

至鴬谷 至御徒町 

上野の森 
美術館 

東京都美術館 

西郷隆盛像 

公園口 

J R 上 野 駅 

地下鉄日比谷線・銀座線上野駅 

京
成
上
野
駅 

不忍池 

国立 
西洋 
美術館 

京都駅 

京都国立 
近代美術館 

神
宮
道 

鴨
川 

川
端
通 

烏
丸
御
池 

烏
丸
通 

烏
丸 

地
下
鉄 

烏
丸
線 

京
阪
電
車 

河
原
町
通 

河
原
町 

近
鉄 

東
大
路
通 

京都市 
美術館 

御池通 

四条通 

JR

三条 
三条通 

阪急京都線 

地下鉄東西線 
東山 

八坂神社 

平安神宮 

A1のりば 

市バス停留所 
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国立科学博物館 
　● 

東京国立 
博物館 

東京 
文化会館 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

国立西洋美術館 

上野動物園 

噴水 

日本芸術院 

至鴬谷 至御徒町 

上野の森 
美術館 

東京都美術館 

西郷隆盛像 

公園口 

J R 上 野 駅 

地下鉄日比谷線・銀座線上野駅 

京
成
上
野
駅 

不忍池 
新
御
堂
筋 

地
下
鉄
四
つ
橋
線 

御
堂
筋 

な
に
わ
筋 

JR東西線 

阪神高速 

国立国際 
美術館 

私立 
科学館 

地下鉄四つ橋線 
肥後橋駅 

土佐堀川 

JR大
阪駅
 

福島
 

四
つ
橋
筋 

大阪市役所 

田簑橋 
バス停 

国道2
号線 
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● 
東大寺 
大仏殿 

● 興福寺 

奈良県庁 
● 

近鉄奈良駅 

三条通り 

奈良国立博物館 

京
阪
電
鉄 

東
大
路
通
り 

五条通り 

七条通り 

三十三間堂 
● 

四条通り 

京都国立博物館 

七
条
駅 

四
条
駅 

鴨
川 
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単位宗教法人 

包括宗教法人 

被包括宗教法人 単立宗教法人 

仏教系 
95,555,343人 
（44.2%） 

諸教 
10,713,248人 
（5%） 

キリスト教系 
1,917,070人 
（0.9%） 

神道系 
107,778,194人 
（49.9%） 

（平成14年12月31日現在） 

合　　　計 

系統 

区分 包　　括 
宗教法人 

単　　位 
宗教法人 

合　　計 

神 道 系  

仏 教 系  

キリスト教系 

諸 教  

計 

神 道 系  

仏 教 系  

キリスト教系 

諸 教  

計 

都
道
府
県
知
事 

所
轄 

文
部
科
学
大
臣 

138 

157 

59 

30 

384 

7 

11 

8 

1 

27 

411

83 

246 

233 

64 

626 

84,984 

77,226 

4,145 

15,242 

181,597 

182,223

221 

403 

292 

94 

1,010 

84,991 

77,237 

4,153 

15,243 

181,624 

182,634
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平成　年度 １6 我が国の文化行政 

発　行　日 
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〒１００-８９５９ 

平成１６年６月 

文化庁長官官房政策課 

東京都千代田区丸の内２丁目５番１号 

電話　代表　０３（５２５３）４１１１ 
http://www.bunka.go.jp/

コピーOK 障害者OK 学校教育OK

www.bunka.go.jp/jiyuriyo
利用の際は必ず下記サイトを確認下さい。 

パレスホテル 

JFE 
ビル AIG 

ビル 

丸の内 
センタービル 

丸の内ビル 新丸ノ内ビル 

東京海上 
ビル本館 

東京海上 
ビル新館 

東京銀行 
協会ビル 

銀行 
会館 

みずほコーポレート銀行本店 

新住友ビル 

三井信託銀行 
本店ビル 住友 

信託 
銀行 

東京中央 
郵便局 

東京三菱銀行本店 

東京ビル 

丸ノ内 
八重洲 
ビル 

三菱商事 
ビル 

三菱 
商事 
ビル 
別館 

郵船 
ビル 

丸の内 
三井 
ビル 

岸本ビル 

馬場先濠 日比谷濠 

皇居外苑 

明治生命館 

明治安田生命 
ビル街区 

東京商工 
会議所 東京會舘 

帝国劇場 
出光美術館 

国際ビル 

新国際ビル 

新日石 
ビル 

新東京ビル 新有楽町 
ビル 

読売会館 

有楽町 
ビル 

有楽町 
電気 
ビル 

日比谷 
パーク 
ビル 

DNタワー 
21

丸の内 
警察署 

三菱ビル 

三菱電機ビル 

文化庁 古河ビル 

丸の内中央口 

八重洲中央口 

東京国際フォーラム 

富士ビル 

UFJ信託 
銀行本店 

東銀ビル 

丸の内仲通り 

日比谷通り 

行
幸
通
り 

永
代
通
り 

晴
海
通
り 

外堀通り 

三田線日比谷駅 

JR有楽町駅 

千代田線二重橋前駅 

JR東京駅 

東
西
線
大
手
町
駅 

有
楽
町
線
有
楽
町
駅 

有
楽
町
線
銀
座
一
丁
目
駅 

Ｊ
Ｒ
京
葉
線
東
京
駅（
地
下
ホ
ー
ム
） 

三田線大手町駅 

東京駅（地下ホーム） 

都心環状線丸の内出口 

首都高速　都心環状線 

丸ノ内線東京駅 
B1

4

10
A3

国際フォーラム入口 




